
控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書（第7号の2様式別表1） 記載の手引 

（令和4年改正） 

1 この明細書の用途等 

この明細書は、第7号の2様式（その2）の明細書に添付してください。 

2 各欄の記載のしかた 

(1）この明細書の各欄に記載すべき金額は、第7号の2様式（その2）の明細書及び法人税の明細書（別表6 (3)）の各欄に 

記載すべき金額とおおむね一致しますから、これらの明細書に記載したところに準じて記載してください。 
(2) 「法人名」欄 

法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この明細書を第7号の2様式（その2）の明細書に添付する場合に 

は、当該法人課税信託の名称を併記してください。 

(3)次の各欄においては、次の法人の区分に応じた金額を記載してください。 

「道府県民税の控除限度額③」欄 

法 人 の 区 分 
記載すべき金額 

控除限度額の計算方法 法 人 の 種 類 

地方税法施行令（以下「政 

令」といいます。）第9条 

の7第6項本文又は地方税 

法施行令の一部を改正する 

政令（令和2年政令第264 

号）による改正前の政令（以 

下「令和2年旧政令」とい 

います。）第9条の7第7 

項本文 

特別区のみに事務所等を有する法人 ①の欄の金額×7.0%※1 

その他の法人 ①の欄の金額×1.0%※1 

政令第9条の7第6項ただ 

し書又は令和2年旧政令第 

9条の7第7項ただし書 

特別区のみに事務所等を有する法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し 

た都民税法人税割の税率） 

2以上の都道府県に事務所等を有する法人 第7号の2様式別表2の⑦の欄 

の金額 特別区と都内の市町村の双方に事務所等を有する法人 

その他の法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し 

た道府県民税法人税割の税率） 
※1 平成26年10月I日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度については、17. 0」とあるのは112.9」と、 

「L0」とあるのは13. 2」と読み替えてください。 

「市町村民税の控除限度額④」欄 

法 人 の 区 分 
記載すべき金額 

控除限度額の計算方法 法 人 の 種 類 

政令第48条の13第7項本 

文又は令和2年旧政令第 

48条の13第8項本文 

特別区のみに事務所等を有する法人 この欄の記載は不要です。 

その他の法人 ①の欄の金額×6.0%※ 2 

政令第48条の13第7項た 

だし書又は令和2年旧政令 

第48条の13第8項ただし 

書 

特別区のみに事務所等を有する法人 この欄の記載は不要です。 

2以上の都道府県に事務所等を有する法人 第20号の4様式別表2の⑦の欄 

の金額 特別区と都内の市町村の双方に事務所等を有する法人 

その他の法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し 

た市町村民税法人税割の税率） 

※2 平成26年10月I日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度こついては、 15. 0」とあるのは、 19. 7] 
と読み替えてください。 

「前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細」欄 

「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄、 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄は、次 

の表に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を記載してください。 

、 「控除余裕額」欄の 

「前期からの繰越額」の欄 

「控除限度額を超える外国税額」欄の 

「前期からの繰越額」の欄 
「

 

イ
 

I 
政令第9条の7第8項及び第48条の13 政令第9条の7第8項及び第48 条の13 

この明細書を提出す 第9項又は令和2年旧政令第9条の7第9 第9項又は令和2年旧政令第9条の7第9 

る法人を合併法人等と 項及び第48 条の13第10 項の規定の適用 項及び第48 条の13第10 項の規定の適用 

する適格合併等が行わ があるときの当該適格合併等の日の属する があるときの当該適格合併等の日の属する 

れた場合 事業年度又は連結事業年度にあっては、第 事業年度又は連結事業年度にあっては、第 

7号の2様式別表3の＠の欄の金額 7号の2様式別表3の＠の欄の金額 

ロ
 

政令第9条の7第17項及び第48条の13 政令第9条の7第17項及び第48条の13 

この明細書を提出す 第18 項又は令和2年旧政令第9条の7第 第18 項又は令和2年旧政令第9条の7第 

る法人を分割法人等と 18項及び第48条の13第19項の規定の適 18項及び第48条の13第19項の規定の適 

する適格分割等が行わ 用があるときの当該適格分割等の日の属す 用があるときの当該適格分割等の日の属す 

れた場合 る事業年度又は連結事業年度にあっては、 る事業年度又は連結事業年度にあっては、 

第7号の2様式別表4の⑤の欄の金額 第7号の2様式別表4の⑩の欄の金額 

，東京都主税局 都I法 22120一214 

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書（第７号の２様式別表１） 記載の手引 

(令和４年改正) 

１ この明細書の用途等 

この明細書は、第７号の２様式（その２）の明細書に添付してください。 

 

２ 各欄の記載のしかた 

(1) この明細書の各欄に記載すべき金額は、第７号の２様式（その２）の明細書及び法人税の明細書（別表６(3)）の各欄に

記載すべき金額とおおむね一致しますから、これらの明細書に記載したところに準じて記載してください。 

(2) 「法人名」欄 

 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この明細書を第７号の２様式（その２）の明細書に添付する場合に

は、当該法人課税信託の名称を併記してください。 

(3) 次の各欄においては、次の法人の区分に応じた金額を記載してください。 

 

「道府県民税の控除限度額③」欄 

法  人  の  区  分 
記 載 す べ き 金 額 

控除限度額の計算方法 法 人 の 種 類  

地方税法施行令（以下「政

令」といいます。）第９条

の７第６項本文又は地方税

法施行令の一部を改正する

政令（令和２年政令第 264

号）による改正前の政令（以

下「令和２年旧政令」とい

います。）第９条の７第７

項本文 

特別区のみに事務所等を有する法人 ①の欄の金額×7.0％ ※１ 

その他の法人 ①の欄の金額×1.0％ ※１ 

政令第９条の７第６項ただ

し書又は令和２年旧政令第

９条の７第７項ただし書 

特別区のみに事務所等を有する法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し

た都民税法人税割の税率） 

２以上の都道府県に事務所等を有する法人 第７号の２様式別表２の⑦の欄

の金額 特別区と都内の市町村の双方に事務所等を有する法人 

その他の法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し

た道府県民税法人税割の税率） 
※１ 平成26年10月１日から令和元年９月30日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度については、「7.0」とあるのは「12.9」と、 

「1.0」とあるのは「3.2」と読み替えてください。 

「市町村民税の控除限度額④」欄 

法  人  の  区  分 
記 載 す べ き 金 額 

控除限度額の計算方法 法 人 の 種 類  

政令第 48条の 13第７項本

文又は令和２年旧政令第

48条の 13第８項本文 

特別区のみに事務所等を有する法人 この欄の記載は不要です。 

その他の法人 ①の欄の金額×6.0％ ※２ 

政令第 48条の 13第７項た

だし書又は令和２年旧政令

第 48条の 13第８項ただし

書 

特別区のみに事務所等を有する法人 この欄の記載は不要です。 

２以上の都道府県に事務所等を有する法人 第 20号の４様式別表２の⑦の欄

の金額 特別区と都内の市町村の双方に事務所等を有する法人 

その他の法人 
①の欄の金額×（申告書で適用し

た市町村民税法人税割の税率） 

※２ 平成26年10月１日から令和元年９月30日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度については、「6.0」とあるのは、「9.7」

と読み替えてください。 

「前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細」欄 

  「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄、「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄は、次

の表に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を記載してください。 

 
「控除余裕額」欄の 

「前期からの繰越額」の欄 

「控除限度額を超える外国税額」欄の 

「前期からの繰越額」の欄 

ィ 

 この明細書を提出す

る法人を合併法人等と

する適格合併等が行わ

れた場合 

 政令第９条の７第８項及び第 48 条の 13

第９項又は令和２年旧政令第９条の７第９

項及び第 48 条の 13 第 10 項の規定の適用

があるときの当該適格合併等の日の属する

事業年度又は連結事業年度にあっては、第

７号の２様式別表３の⑪の欄の金額 

政令第９条の７第８項及び第 48 条の 13

第９項又は令和２年旧政令第９条の７第９

項及び第 48 条の 13 第 10 項の規定の適用

があるときの当該適格合併等の日の属する

事業年度又は連結事業年度にあっては、第

７号の２様式別表３の⑭の欄の金額 

ロ 

 この明細書を提出す

る法人を分割法人等と

する適格分割等が行わ

れた場合 

 政令第９条の７第 17項及び第 48条の 13

第 18 項又は令和２年旧政令第９条の７第

18 項及び第 48 条の 13 第 19 項の規定の適

用があるときの当該適格分割等の日の属す

る事業年度又は連結事業年度にあっては、

第７号の２様式別表４の⑤の欄の金額 

 政令第９条の７第 17項及び第 48条の 13

第 18 項又は令和２年旧政令第９条の７第

18 項及び第 48 条の 13 第 19 項の規定の適

用があるときの当該適格分割等の日の属す

る事業年度又は連結事業年度にあっては、

第７号の２様式別表４の⑩の欄の金額 

 
22120－214 都・法


